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第1. 優先交渉権者選定基準の位置づけ 

「宮城県上工下水一体官民連携運営事業（みやぎ型管理運営方式）優先交渉権者

選定基準」（以下「本基準」という。）は，県が，宮城県上工下水一体官民連携運営

事業（みやぎ型管理運営方式）（以下「本事業等」という。）を実施する民間事業者

を競争性のある随意契約の一類型である公募型プロポーザル方式により，優先交渉

権者として選定するための方法，評価基準等を示したものであり，募集要項と一体

のものである。 

なお，本基準において使用している用語の意義は，募集要項に定めるところによ

る。 

 

第2. 優先交渉権者選定の方法 

 

2.1 選定方法の概要 

本事業等では，応募者との対話により要求水準書等の詳細を調整する場合がある

ことから，ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドラインに示される事業者選定フ

ロー及び民間事業者の募集，評価・選定に当たっての基本的な考え方を踏まえ，公

募型プロポーザル方式を採用し，提案を総合的に評価するものとする。 

本基準は，応募者が，募集要項に定める応募者の参加資格要件（以下「参加資格

要件」という。）や要求水準を満たすことを前提として，各提案項目に対する評価

基準等を定めたものである。 

優先交渉権者の選定は，参加資格要件の充足を確認する「第一次審査」と，第二

次審査参加者との競争的対話を踏まえ，具体的な事業方針等について審査及び評価

等を行い，優先交渉権者を選定する「第二次審査」の二段階に分けて実施する。 

提案書類では，事業者名は，正本のみに記載し，それ以外では，応募者の名称及

び名称を類推できる記載（ロゴマークの使用等を含む。）は行わないこととする。

応募者以外の協力企業等の名称及び名称を類推できる記載（ロゴマークの使用等を

含む。）も同様とする。また，委員会に対しては，応募者の名称は通知しない。 

 

2.2 優先交渉権者選定の体制 

県は，優先交渉権者を選定するにあたり，専門的見地からの意見を参考とすると

ともに，ＰＦＩ法第 11 条第 1 項に規定する客観的な評価を行うために，民間資金

等活用事業検討委員会条例（平成 19年宮城県条例第 14号）に基づく宮城県民間資

金等活用事業検討委員会（以下「委員会」という。）を設置した。 

委員会の委員の具体的な名称は募集要項に記載のとおりである。 

県は，委員会における審査及び評価等を受けて，優先交渉権者及び次点交渉権者

を選定する。



 

2 

 

 

第3. 審査の進め方 

審査は，以下の手順で実施する。 

なお，各審査の結果については，応募者へ個別に通知するほか，優先交渉権者及

び次点交渉権者の選定結果及びその講評を県のホームページにおいて公表する。 

 

 

 

第一次審査 

（参加資格要件の充足を確認） 

第一次審査書類の提出 

競争的対話等の実施 

第二次審査書類の提出 

第二次審査 

（提案書類の審査及び 

プレゼンテーションの確認） 

優先交渉権者及び次点交渉権者の 

選定 

失格 

失格 

参加資格要件を 

確認できない場合 

募集要項又は要求

水準等の内容を 

満たさない場合 

図 1 審査の進め方 
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第4. 第一次審査 

県は，応募者から提出される第一次審査書類について，参加資格要件を充足して

いるかどうかの確認を行い，参加資格要件が確認できない場合は失格とする。第一

次審査は形式的な審査であることから，県が確認を行い，その結果を委員会に報告

するものとする。なお，第一次審査書類には，確認事項を証明するために必要な添

付資料も含むものとする。 

 

表 1 第一次審査の確認事項 

確認事項 必要書類 

応募者の構成 【様式●●】参加表明書 

【様式●●】応募者の名称等 

【様式●●】予定議決権株式割合 

【添付資料】会社概要，登記簿謄本等 

応募企業又はコンソー

シアム構成員に共通の

参加資格 

【様式●●】参加資格確認申請書 

応募企業又はコンソー

シアム構成員に求めら

れる実績要件 

【様式●●】実績を証する書類 

【添付資料】契約書の写し等実績について確認できる資

料 

応募企業又は代表企業

に求められる要件 

【様式●●】資本金を証する書類 

【添付資料】直近の決算報告書や四半期報告書等，資本

金が確認できる資料 
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第5. 第二次審査 

第二次審査では，参加資格があるとされた者（以下「第二次審査参加者」という。）

の中から，優先交渉権者及び次点交渉権者を選定するものである。第二次審査の手

順及び方法は以下のとおりである。 

 

5.1 提案審査 

県との競争的対話を経た上で第二次審査参加者が提案する本事業に関する具体

的な事業方針等が適切なものとなっているか，また，それらが実現可能性の高いも

のとなっているかについて審査を行う。 

委員会では，第二次審査書類に含まれる提案審査書類及び委員会に対するプレゼ

ンテーション（質疑応答を含む。）についての協議及び別紙 1に基づく評価を行う。 

 

5.2 審査基準 

5.2.1 得点化の方法 

得点化の方法及び評価基準は，表 2及び別紙 1に記載のとおりである。 

委員が審査を行うに当たっては，提案項目ごとに評価基準に挙げた事項を考慮し，

その提案の評価に応じた得点を与える。評価基準は「標準未満」，「標準」，「良」，

「優」とし，「標準」を満たし，かつ「良」の評価基準を満たした場合は「良」を，

「標準」，「良」及び「優」の評価基準を満たしたものを「優」と評価する。また，

提案項目のうち，「標準未満」の評価を一つでも受けた第二次審査参加者は失格と

する。 

委員会は，提案項目ごとに委員の得点の平均点を算出し，合計したものを委員会

の得点結果とする。ただし，この得点の計算方法により算出された得点が同点とな

る第二次審査参加者がいる場合，委員会は，委員が評価した下水道事業に係る改築

費用の得点及び運営権者収受額の得点以外の提案項目の平均点を合計したものを

委員会の参考得点結果とし，参考得点結果の優劣にしたがって順位を付ける。さら

に，参考得点についても同点となった場合には，運営権者収受額の提案額の低い順

に順位をつける。 

なお，得点化の際は，小数点第 3位以下は四捨五入し，小数点第 2位までを求め

る。 

表 2 得点化の方法 

評価 得点 

優 配点×1.0 

良 配点×0.8 

標準（要求水準を満たしている） 配点×0.6 

標準未満 - 
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5.2.2 下水道事業に係る改築費用の得点の計算方法 

第二次審査参加者が提案する下水道事業に係る改築費用は，募集要項に示す 4個

別事業ごとの提案上限額の合計額（以下「改築費用提案上限額」という。）を上回

らないものとし，より低いものを評価する。具体的な計算式については，以下に示

す。 

 

配点×（改築費用提案上限額-改築費用提案額）/（改築費用提案上限額-改築費

用基準額） 

 

第二次審査参加者が提案した下水道事業に係る改築費用において，改築費用提案

額が県の設定した基準額を下回る場合であっても，下水道事業に係る改築費用の得

点は【5】点を上限とする。 

なお，優先交渉権者等の選定において競争性を確保する観点から，改築費用基準

額は公表しない。 

 

5.2.3 運営権者収受額の得点の計算方法 

第二次審査参加者が提案する運営権者収受額は，募集要項に示す 9個別事業ごと

の提案上限額の合計額（以下「運営権者収受額の提案上限額」という。）を上回ら

ないものとし，より低いものを評価する。具体的な計算式については，以下に示す。 

 

配点×（運営権者収受額の提案上限額-運営権者収受額の提案額）/（運営権者収

受額の提案上限額-運営権者収受額の基準額） 

 

第二次審査参加者が提案した運営権者収受額において，運営権者収受額の提案額

が県の設定した運営権者収受額の基準額を下回る場合であっても，運営権者収受額

の得点は【40】点を上限とする。 

なお，優先交渉権者等の選定において競争性を確保する観点から，運営権者収受

額の基準額は公表しない。 

 

5.2.4 調査基準額を下回った場合における調査の実施 

運営権者収受額の得点化に当たり，調査基準額を設定する。調査基準額を下回る

提案を行った応募者の提案については調査を実施する。調査は，提案内容から運営

権者収受額の算定根拠を確認するほか，必要に応じて追加資料（内訳書）の提出及

びヒアリングを実施する。 

なお，優先交渉権者等の選定において競争性を確保する観点から，運営権者収受

額の調査基準額は公表しない。 
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第6. 優先交渉権者等の選定 

県は，委員会から報告を受けた得点をもとに，第二次審査参加者の得点及び順位

を決定し，第一位の第二次審査参加者を優先交渉権者として選定する。また，第二

位の第二次審査参加者を次点交渉権者とする。 
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別紙 1 提案項目ごとの評価基準 

 

提案項目及び記載必須項目 

評価基準 

 
標準未満 

- 

標準 

配点×0.6 

良 

配点×0.8 

優 

配点×1.0 

1. 全体事業方針     

 1-1本事業等の全体方針 

 

・20 年間にわたる 3 事業一体

運営の全体方針 

「標準」を満

た し て い な

い。 

本事業等の特

性や，基本運

営方針の十分

な理解を踏ま

え，本事業等

の全体方針が

明記されてい

る。また，各

提案項目と整

合している。 

具体的な内容

が提案されて

おり，民間な

らではの創意

工夫が明記さ

れている。 

「良」を上回

る提案があっ

た場合に，評

価の対象とす

る。 

 1-2 9個別事業ごとの現状分析，課題整理及び対応策 

 

・本事業等に対する現状分

析，課題整理及び対応策 

「標準」を満

た し て い な

い。 

分析及び課題

整理が的確で

あり，課題を

踏まえた対応

方針が明記さ

れている。ま

た，各提案項

目と整合して

いる。 

民間ならでは

の創意工夫が

明記されてい

る。 

「良」を上回

る提案があっ

た場合に，評

価の対象とす

る。 

2. 事業実施体制 

 2-1各構成員の役割分担及び機関設計 

 

・各構成員の果たす役割及び

位置づけ，並びに出資構成 

・SPC組織図 

「標準」を満

た し て い な

い。 

本事業等の実

施のために必

要と考える実

績やノウハウ

が示されてお

り，ＳＰＣの

事業実施体制

がこれを確保

するに足るも

のとなってい

る。 

また，ＳＰＣ

の意思決定の

プロセスが明

記 さ れ て お

り，ガバナン

スの確保と意

思決定の迅速

化に配慮して

いる。 

効率的かつ効

果的な新たな

運営方法が示

されており，

そのために必

要な新技術の

開発・導入，

創意工夫とい

ったイノベー

ションに関す

る他項目にお

ける提案との

関連が明記さ

れている。 

「良」を上回

る提案があっ

た場合に，評

価の対象とす

る。 

 2-2 9個別事業の遂行能力 

 

・9 個別事業の事業実施体制

図 

・業務責任者の資格及び実績 

・協力会社との協業体制 

「標準」を満

た し て い な

い。 

9 個別事業ご

とに，事業実

施体制及び必

要人員数が明

記 さ れ て お

り，必要な専

事業全体を俯

瞰し，全体最

適を目指した

事業運営を行

うために必要

となる創意工

「良」を上回

る提案があっ

た場合に，評

価の対象とす

る。 
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提案項目及び記載必須項目 

評価基準 

 
標準未満 

- 

標準 

配点×0.6 

良 

配点×0.8 

優 

配点×1.0 

門的能力及び

資格を有する

者が責任者と

して配置され

ている。 

協力会社に業

務の一部を委

託 す る 場 合

は，委託業務

の内容，業務

の監督，指導

体制が合理的

である。 

夫が明記され

ている。 

運転管理に従

事する構成員

又は協力会社

が，9個別事業

全 て に お い

て，各事業に

おける施設処

理能力を上回

る運転管理業

務の実績を有

していること

を 確 認 で き

る。 

 2-3人員確保の確実性 

 

・9 個別事業の人員確保のた

めの計画 

「標準」を満

た し て い な

い。 

事業実施のた

めの人員確保

の確実性を確

認できる計画

と な っ て い

る。 

事業の運営に

必要な人材の

確保に関する

目標が設定さ

れている。 

技術力の継承

が適切に行わ

れる体制が構

築 さ れ て い

る。 

事業開始時ま

で計画どおり

人員の確保が

進められるよ

う，複数の創

意工夫が明記

されている。 

また，県職員

との連携を通

じた技術継承

への協力に関

する工夫が明

記 さ れ て い

る。 

「良」を上回

る提案があっ

た場合に，評

価の対象とす

る。 

 2-4応募企業又はコンソーシアム構成員の実績 

 

施設名，事業方式，契約期間，

処理能力，処理実績（日最大，

日平均），実施場所（国内，海

外），処理方式，発注者，受注

者，事業への参加形態，具体的

な業務内容，契約金額 

 募 集 要 項

3.4.3 ① 及 び

3.4.3 ② に 記

載された実績

を有する。 

左記の実績と

して，日本又

は日本と同等

水準以上の水

質基準を有す

る国もしくは

地域における

実 績 を 有 す

る。 

日本国内の上

水道事業にお

いて，処理能

力日量 20万立

方メートル以

上の実績があ

る。 

3. 収支計画・資金調達方法 

 3-1 収支計画 

 

上水，工水，下水 

・全体及び 9 個別事業ごとの

計画財務諸表（運営権者収受

額，貸借対照表，損益計算書，

キャッシュ・フロー計算書） 

・計画財務諸表における主要

な前提条件 

・想定されるリスクへの対応

「標準」を満

た し て い な

い。 

全体の計画財

務諸表と 9 個

別事業ごとの

計画財務諸表

が整合してい

る。 

想定されるリ

スクへの対応

方法（保険等）

下水の改築実

施時期が平準

化 さ れ る な

ど，財務的安

定性に配慮し

ている。 

「良」を上回

る提案があっ

た場合に，評

価の対象とす

る。 



 

9 

 

 

提案項目及び記載必須項目 

評価基準 

 
標準未満 

- 

標準 

配点×0.6 

良 

配点×0.8 

優 

配点×1.0 

方法（保険等） が明確に示さ

れており，資

金 調 達 や 改

築・修繕等の

施策と整合し

ている。 

 3-2 資金調達方法 

 

・資金調達方法 

・資金調達の確実性 

「標準」を満

た し て い な

い。 

各構成員から

の出資や金融

機関等からの

借入等が具体

的かつ十分で

あり，安定性

や継続性を保

つための資金

調達方法であ

る か 確 認 す

る。 

客観的に確実

性が認められ

る。 

複数の資金調

達先を確保す

る等，資金調

達の方法の安

定性及び継続

性を確保する

ための工夫が

明記されてい

る。 

「良」を上回

る提案があっ

た場合に，評

価の対象とす

る。 

4. 水質管理【検討中】 

 4-1平時の水質管理 

 

・上工水：水質試験・検査体

制（水質試験従事者の実績・

資格，分析機器の管理方法，

試薬の管理方法を含む）・水

質監視体制（原水の水質監

視，浄水場内の水質監視，受

水地点の水質監視を含む） 

・下水：水質検査体制・水質

監視体制 

「標準」を満

た し て い な

い。 

要求水準を満

た す 水 質 試

験・検査を実

施するための

体制が具体的

に明記されて

いる。 

要求水準を満

たす水質監視

を実施するた

めの体制が具

体的に明記さ

れている。 

ICT 技術等の

活用，常時水

質監視等水質

管理を効率的

かつ効果的に

実施するため

の工夫が認め

られる。 

「良」を上回

る提案があっ

た場合に，評

価の対象とす

る。 

 4-2水質事故防止対策 

 

・上水：台風等高濁度時の対

応 

水質事故時の対応 

（毒劇物，油，クリプトスポ

リジウム等） 

かび臭濃度増加時の対応 

消毒副生成物濃度上昇時の

対応 

・工水：台風等高濁度時の対

応 

水質事故時の対応 

（毒劇物，油等） 

・下水：流入水量増大時の対

応 

「標準」を満

た し て い な

い。 

異常時・緊急

時の対応が具

体的かつ有効

であると認め

られるととも

に，水質事故

が発生した場

合の影響を最

小化するため

の対策が構築

されている。 

自らリスクを

抽出し，当該

リスクへの具

体的かつ有効

な対応策が明

記 さ れ て い

る。 

「良」を上回

る提案があっ

た場合に，評

価の対象とす

る。 

5. 運転管理【検討中】 
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提案項目及び記載必須項目 

評価基準 

 
標準未満 

- 

標準 

配点×0.6 

良 

配点×0.8 

優 

配点×1.0 

 5-1運転管理方針 

 

・3 事業ごとの運転管理業務

及び保守点検業務に係る方

針 

「標準」を満

た し て い な

い。 

安全安心な水

の安定的な供

給及び汚水の

安定的な処理

に資する運転

管理・保守点

検方針が具体

的に示されて

いる。また，

運転管理の個

別施策と整合

している。 

質の向上及び

効率化に資す

る創意工夫が

明記されてい

る。 

「良」を上回

る提案があっ

た場合に，評

価の対象とす

る。 

 5-2運転管理・保守点検の個別施策（上工水） 

 

・水処理施設の運転管理方法

（夏季・冬季別） 

薬品の使用方法，水量制御等 

・排水処理施設の運転管理方

法 

 

「標準」を満

た し て い な

い。 

季節に応じた

運転管理方法

が具体的に記

載 さ れ て い

る。 

浄水発生土の

有効利用に資

する処理方法

であると認め

られる。 

新 技 術 の 開

発・導入，創

意工夫といっ

たイノベーシ

ョンに関する

提案が明記さ

れている。さ

らに，当該提

案に実現性が

あると認めら

れる。 

「良」を上回

る提案があっ

た場合に，評

価の対象とす

る。 

 5-3運転管理・保守点検の個別施策（下水） 

 

・水処理施設の運転管理方法

（夏季・冬季別） 

・汚泥処理施設の運転管理方

法（点検時の対応を含む） 

・他流域から受け入れる汚泥

の処理単価 

「標準」を満

た し て い な

い。 

季節に応じた

運転管理方法

が具体的に記

載 さ れ て い

る。 

汚泥の有効利

用に資する汚

泥処理方法で

あると認めら

れる。 

新 技 術 の 開

発・導入，創

意工夫といっ

たイノベーシ

ョンに関する

提案が明記さ

れている。さ

らに，当該提

案に実現性が

あると認めら

れる。 

他流域から受

け入れる汚泥

の処理単価が

安価である。 

「良」を上回

る提案があっ

た場合に，評

価の対象とす

る。 

6. 改築・修繕等【検討中】 

 6-1改築・修繕方針 

 

・ 改築・修繕の考え方 「標準」を満

た し て い な

い。 

改築・修繕を

決定する考え

方が示されて

いる。 

改築・修繕等

の個別施策及

び改築修繕計

画と整合して

いる。 

ICT 技術の活

用により，改

築・修繕等の

効率化が図ら

れている。 

「良」を上回

る提案があっ

た場合に，評

価の対象とす

る。 

 6-2改築・修繕の個別施策（上水） 
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提案項目及び記載必須項目 

評価基準 

 
標準未満 

- 

標準 

配点×0.6 

良 

配点×0.8 

優 

配点×1.0 

 

・ 主要な設備の現状評価及

び課題 

・ 主要な設備に関する改

築・修繕等の実施内容 

・ 改築修繕計画 

「標準」を満

た し て い な

い。 

施設の現状評

価及び課題抽

出が，施設の

経過年数以外

の多面的な観

点から行われ

ており，設備

ごとに更新の

要否が確認で

きる。 

更新が必要と

判断した設備

について，高

効率，省エネ

ルギー性能向

上及び環境負

荷低減に配慮

している。 

更新が不要と

判断した設備

について，長

寿命化の方法

が具体的であ

る。 

故障・停電・

点検時に見込

まれる業務へ

の影響を軽減

するための工

夫が明記され

ている。 

LCC の低減へ

の工夫が明記

されている。 

施設規模の適

正化に配慮し

ている。 

「良」を上回

る提案があっ

た場合に，評

価の対象とす

る。 

 6-3改築・修繕の個別施策（工水） 

 

・ 主要な設備の現状評価及

び課題 

・ 主要な設備に関する改

築・修繕等の実施内容 

・ 改築修繕計画 

「標準」を満

た し て い な

い。 

施設の現状評

価及び課題抽

出が，施設の

経過年数以外

の多面的な観

点から行われ

ており，設備

ごとに更新の

要否が確認で

きる。 

更新が必要と

判断した設備

について，高

効率，省エネ

ルギー性能向

上及び環境負

荷低減に配慮

している。 

更新が不要と

判断した設備

について，長

寿命化の方法

が具体的であ

る。 

故障・停電・

点検時に見込

まれる業務へ

の影響を軽減

するための工

夫が明記され

ている。 

LCC の低減へ

の工夫が明記

されている。

施設規模の適

正化に配慮し

ている。 

「良」を上回

る提案があっ

た場合に，評

価の対象とす

る。 

 6-4改築・修繕の個別施策（下水） 

 

・ 主要な設備の現状評価及

び課題 

・ 主要な設備に関する改

「標準」を満

た し て い な

い。 

施設の現状評

価及び課題抽

出が，施設の

故障・停電・

点検時に見込

まれる業務へ

「良」を上回

る提案があっ

た場合に，評
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提案項目及び記載必須項目 

評価基準 

 
標準未満 

- 

標準 

配点×0.6 

良 

配点×0.8 

優 

配点×1.0 

築・修繕等の実施内容 

・ 改築修繕計画 

経過年数以外

の多面的な観

点から行われ

ており，設備

ごとに更新の

要否が確認で

きる。 

更新が必要と

判断した設備

について，高

効率，省エネ

ルギー性能向

上及び環境負

荷低減に配慮

している。 

更新が不要と

判断した設備

について，長

寿命化の方法

が具体的であ

る。 

の影響を軽減

するための工

夫が明記され

ている。 

LCC の低減へ

の工夫が明記

されている。

新たな汚泥処

理工程に関す

る 提 案 が あ

り，義務事業

と一体的に行

うことによる

効用が期待さ

れる。 

価の対象とす

る。 

 6-5下水道事業に係る改築費用 

 
・ 5.2.2 に示す計算式を基に

得点化する。 

    

 6-6健全度評価の実施方法 

 

・ 健全度評価の実施頻度 

・ 健全度評価の実施方法 

「標準」を満

た し て い な

い。 

健全度評価の

項目が適切に

設定されてい

る。 

保守点検の結

果を健全度評

価に反映する

仕組みが構築

されている。 

保守点検の結

果を健全度評

価に反映する

際に，専門的

な検証を行う

仕組みである

と 認 め ら れ

る。 

健全度評価結

果を記録する

情報システム

が 3 事業一体

で構築されて

おり，県職員

による利用が

考慮されてい

るとともに，

情報の完全性

や保守性等に

配 慮 し て い

る。 

 

「良」を上回

る提案があっ

た場合に，評

価の対象とす

る。 

7. セルフモニタリング 

 7-1セルフモニタリングの体制等 

 

・セルフモニタリングの方

針，体制及び方法 

「標準」を満

た し て い な

い。 

要求水準の充

足状況を確認

できると認め

られる。 

ＫＰＩの設定

等，県に対す

る報告を，効

率的に行うた

めの工夫があ

ると認められ

る。 

「良」を上回

る提案があっ

た場合に，評

価の対象とす

る。 

 7-2情報公開等 



 

13 

 

 

提案項目及び記載必須項目 

評価基準 

 
標準未満 

- 

標準 

配点×0.6 

良 

配点×0.8 

優 

配点×1.0 

 

・セルフモニタリング結果等

の情報公開の方法及び内容 

「標準」を満

た し て い な

い。 

セルフモニタ

リ ン グ 結 果

等，積極的に

情報公開を行

うものと認め

られる。 

情報公開の方

法及び内容が

わかりやすさ

に配慮したも

のである。 

「良」を上回

る提案があっ

た場合に，評

価の対象とす

る。 

8. 安全管理・保安等 

 8-1事故防止体制及び事故発生時における対応 

 

・事故に係るリスク分析 

・事故防止体制 

「標準」を満

た し て い な

い。 

想定される事

故及びリスク

分析が事業特

性を反映した

ものである。 

事故防止体制

が 適 切 で あ

る。 

有効な事故防

止体制を継続

的に確保する

ための工夫が

認められる。 

「良」を上回

る提案があっ

た場合に，評

価の対象とす

る。 

 8-2保安対策 

 

・本事業用地及び運営権設定

対象施設等の保安体制 

「標準」を満

た し て い な

い。 

保安のための

機器配置及び

人員配置が不

法侵入及び施

設・設備の損

壊等を防止す

るに足るもの

と な っ て い

る。 

保安対策の成

果を評価する

ための適切な

ＫＰＩが設定

されている。 

「良」を上回

る提案があっ

た場合に，評

価の対象とす

る。 

9. 危機管理 

 9-1災害時における対応 

 

・地震発生時の対応手順・体

制 

・大雨時の対応手順・体制 

「標準」を満

た し て い な

い。 

県が作成して

いるＢＣＰを

踏まえた具体

的 な 対 応 手

順・体制が明

記 さ れ て い

る。 

 

災害発生時に

おける 9 個別

事業間の連携

体制が構築さ

れている。 

災害発生時に

民間事業者か

らの人的協力

を得られる体

制が構築され

ている。 

「良」を上回

る提案があっ

た場合に，評

価の対象とす

る。 

10. 事業継続措置 

 10-1事業継続性を確保するための対応策 

 

・事業継続性を確保するため

の財務面に関する施策 

「標準」を満

た し て い な

い。 

事業継続性を

確保するため

に必要な資金

の考え方及び

資金ショート

についてのリ

スク対応策に

ついて，具体

的に明記され

ている。 

リスク対応策

が具体的に複

数明記されて

いる。 

「良」を上回

る提案があっ

た場合に，評

価の対象とす

る。 

 10-2事業継続が困難となった場合における移行方法 
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提案項目及び記載必須項目 

評価基準 

 
標準未満 

- 

標準 

配点×0.6 

良 

配点×0.8 

優 

配点×1.0 

 

・事業継続が困難となった場

合の移行施策及び体制 

「標準」を満

た し て い な

い。 

事業継続が困

難となった場

合における移

行方法につい

て，適切であ

る か 確 認 す

る。 

業務の移行が

円滑に行われ

る創意工夫が

明記されてい

る。 

「良」を上回

る提案があっ

た場合に，評

価の対象とす

る。 

11. 地域貢献 

 11-1地域経済に対する取組 

 

・地元企業の連携・協力及び

地域人材の雇用 

「標準」を満

た し て い な

い。 

地元企業の本

事業等の参画

や，地域人材

雇 用 に つ い

て，具体的に

明記されてい

る。 

本事業等にお

ける地元企業

の役割や，地

域人材の雇用

の計画が具体

的かつ定量的

に明記されて

おり，実現性

及び合理性が

ある。 

地域人材の雇

用に特段の配

慮 が み ら れ

る。 

「良」を上回

る提案があっ

た場合に，評

価の対象とす

る。 

 11-2県民等の理解醸成方針・施策 

 

・広報活動の方針・施策 

・イベント等に関する方針・

施策 

「標準」を満

た し て い な

い。 

県民等の本事

業等への理解

醸成に資する

方針及び施策

が明記されて

いる。 

県民等の本事

業等への理解

醸成に資する

施策の内容に

民間ならでは

の創意工夫が

明記されてい

る。 

「良」を上回

る提案があっ

た場合に，評

価の対象とす

る。 

 11-3苦情等に対する方針と施策 

 

・苦情等への対応方針・施策 「標準」を満

た し て い な

い。 

苦情等に対し

て適切な対応

ができる方針

及び施策が明

記 さ れ て い

る。 

具体的かつ定

量的な提案と

なっており，

苦情を減らす

ための施策が

明記され，実

現性がある。 

「良」を上回

る提案があっ

た場合に，評

価の対象とす

る。 

12. 運営権者収受額 

 12-1運営権者収受額 

 

・5.2.3 に示す計算式を基に

得点化する。 

    

 

【提案内容の留意点】 

1)提案審査書類の作成に当たっては，複数のシナリオを想定することを妨げるものでは

ないが，各提案項目において目標値や具体的な施策を提案するに当たっては，提案審
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査書類全体を通じて採用する一のシナリオを特定・明示した上で，当該採用したシナ

リオに基づいて記載すること。 

2)各提案項目において記載する施策が一定の条件を満たす場合にのみ実施することを

予定するものである場合は，その旨を明記すること。なお，特段の条件なく実施する

施策は，一定の条件を満たす場合にのみ実施することを予定する施策よりも，これが

高く評価されることに留意すること。 

3)提案審査書類の得点化に当たっては，各項目の様式に記載された内容のみを評価の対

象とし，他の項目に当該項目の内容を記載したとしても，二重に評価することは行わ

ない。 

4)提案審査書類を作成する際に，各項目の記載必須項目の記載がない場合は，当該第二

次審査参加者を失格とする。 

 

 


